
上り方面
通行規制の方向

（参考）道路情報便覧

往路の申請であるのに「往復区分」の欄において「復」となる。

『Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧』においては、障害種別が｢通行規制｣の場合、往復区分は通行規制の方向を示しています。
これは｢道路情報便覧｣に基づいて表示しています。申請経路の｢往復区分｣とは、異なりますのでご注意ください。


